
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公立大学法人静岡社会健康医学大学院大学に係る損害保険契約 

火災保険に係る仕様書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和６年４月１日 

公立大学法人静岡社会健康医学大学院大学 



  

１ 保険契約者等 

  ・保険契約者：公立大学法人静岡社会健康医学大学院大学 

  ・被保険者 ：同上及び同法人の役員 

（各保険の被保険者の規定がある場合には、その規定のとおり。） 

 

２ 使用約款 

火災保険普通保険約款（一般物件）と同内容以上。 

各社が使用する火災保険普通保険約款（一般物件）等及び各種特別約款等による。 

 

３ 保険期間 

令和 6年４月１日 16 時から令和 7 年４月１日 16時まで１年間 

 

４ 保険対象物件 

大学が所有、管理する、建物（建物附属設備含む）、物品及び構築物一式。 

ソフトウェアについては、使用する保険の対象となる記録媒体に記録されているプログラム、

データ、その他これらに類するもので、当該記録媒体と併せて損害を被った場合に保険の対象

とする。 

ただし、電気的事故または機械的事故は除く。詳細は、【添付資料１】火災保険明細書のとお

り。 

 

５ 保険価額 

保険価額は新価基準（再調達価額）とする。 

 

６ 付保率 

付保率は 100％とする。 

 

７ 保険金額 

保険金額合計 4,783,908 千円  

詳細は【添付資料１】火災保険明細書のとおり。 

 

８ 保険の内容及び支払限度額 

（１） 保険の種類 下記の補償内容と同等以上であれば保険約款については問わないものと

する。 

（２） 補償範囲 下記の事故による損害についててん補する。 



 

① 基本条件 

補償項目 補償の有無 支払限度額（千

円） 

免責金額（千円） 

1  火災 〇 4,783,908 0 

2  落雷 〇 4,783,908 0 

3  爆発、破裂 

（ボイラ等破裂・爆発損害含む） 

〇 4,783,908 0 

4  風災・ひょう災・雪災 〇 4,783,908 0（※） 

5  車両の衝突・航空機の墜落など 〇 4,783,908 0 

6  騒じょう等による破壊行為 〇 4,783,908 0 

7  給排水設備の事故による水漏れ 〇 4,783,908 0 

8   水災 〇 4,783,908 0 

9  上記以外の不測かつ突発的な事

故 

× - - 

10  電気的・機械的事故 × - - 

11 地震・津波・噴火 × - - 

※フランチャイズ 20 万円は付帯しないものとする。 

 

② 上記事故にともなう費用保険金 

・臨時費用保険金 10％、１構内 100 万円限度 

・残存物取片付費用保険金 

・修理付帯費用保険金 

・損害防止費用保険金 

 その他の費用保険金（失火見舞い費用保険金及び地震火災費用保険金）は不担保

とする。 

 

③ 付帯する特約条項 

・特殊包括に関する特約条項 

・自動追加条項 

・災害復旧控除に関する特約 

損害保険金の支払を受ける時に、国等から交付金等が被保険者に給付される

場合は、損害の額から補助金の額を控除する。 

・保険料支払猶予特約（公立大学法人等用） 

 

９ 免責金額 

免責金額は、設定しない。 



10 免責事項 

普通火災保険約款と同内容とする。 

 

11 その他の条件 

本契約における保険代理店を共立株式会社とすること。 

 

12 添付資料 

【添付資料１】 火災保険明細書 

【添付資料２】 公立大学法人静岡社会健康医学大学院大学 火災保険支払履歴（令和

３年４月１日～令和６年４月１日 証券） 

 

以上 


